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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第３部門第２区分
【発行日】令和2年7月27日(2020.7.27)

【公表番号】特表2019-529513(P2019-529513A)
【公表日】令和1年10月17日(2019.10.17)
【年通号数】公開・登録公報2019-042
【出願番号】特願2019-518259(P2019-518259)
【国際特許分類】
   Ａ６１Ｋ   8/49     (2006.01)
   Ａ６１Ｋ   8/04     (2006.01)
   Ａ６１Ｋ   8/60     (2006.01)
   Ａ６１Ｑ  17/04     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ａ６１Ｋ    8/49     　　　　
   Ａ６１Ｋ    8/04     　　　　
   Ａ６１Ｋ    8/60     　　　　
   Ａ６１Ｑ   17/04     　　　　

【手続補正書】
【提出日】令和2年6月11日(2020.6.11)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　２００ｎｍ未満である光散乱により決定される粒径Ｄｖ５０を有するナノサイズ不溶性
有機ＵＶ吸収剤の水性分散体を調製するための方法であって、２００ｎｍ未満の粒子Ｄｖ
５０が得られるまで、イットリウム安定化酸化ジルコニウム研削ビーズを用いるボールミ
ル内で、水およびアルキルポリグルコシドの混合物中の不溶性有機ＵＶ吸収剤の粗粒子の
懸濁液を粉砕するステップを含む方法において、前記不溶性有機ＵＶ吸収剤の粗粒子が、
１～２００μｍの範囲であるレーザー回折で決定される粒径Ｄｖ９０を示すことを特徴と
する方法。
【請求項２】
　前記ナノサイズ不溶性有機ＵＶ吸収剤の粒径Ｄｖ５０が、５０～１５０ｎｍの範囲であ
ることを特徴とする、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記不溶性有機ＵＶ吸収剤の粗粒子が、１～１５０μｍの範囲の粒径Ｄｖ９０を示すこ
とを特徴とする、請求項１または２に記載の方法。
【請求項４】
　前記不溶性有機ＵＶ吸収剤が、式（Ｉ）
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【化１】

（式中、Ｒ１はＣ１～Ｃ１８アルキル基であり、任意選択的に、フェニルによって置換さ
れている）
の化合物であることを特徴とする、請求項１～３のいずれか一項に記載の方法。
【請求項５】
　前記式（Ｉ）の化合物が、式（Ｉａ）

【化２】

の化合物である、請求項４に記載の方法。
【請求項６】
　前記方法が、後続するステップ
　（ｉ）前記不溶性有機ＵＶ吸収剤の粗粒子を水およびアルキルポリグルコシドの混合物
中に懸濁させるステップと、その後の
　（ｉｉ）このようにして得られた懸濁液を、２００ｎｍ未満である光散乱により決定さ
れる粒径Ｄｖ５０が得られるまで、イットリウム安定化酸化ジルコニウム研削ビーズを含
むボールミル内で粉砕するステップと
を含むことを特徴とする、請求項１～５のいずれか一項に記載の方法。
【請求項７】
　ステップ（ｉ）の後に行われる付加的なステップ（ｉａ）を包含し、前記ステップが、
前記得られた懸濁液の脱気であることを特徴とする、請求項６に記載の方法。
【請求項８】
　前記方法が、後続するステップ
　（ｉｉｉ）前記研削ビーズを除去するステップと、その後の
　（ｉｖ）前記粉砕された懸濁液に、増粘剤およびプロピレングリコールの混合物を添加
するステップと
を含むことを特徴とする、請求項６または７に記載の方法。
【請求項９】
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　前記増粘剤が、キサンタンガム、ジェランガム、およびカルボキシメチルセルロースか
らなる群から選択されることを特徴とする、請求項８に記載の方法。
【請求項１０】
　プロピレングリコールおよびキサンタンガムの重量比（ｗ／ｗ）が、３：１～１：３の
範囲で選択されることを特徴とする、請求項９に記載の方法。
【請求項１１】
　前記アルキルポリグルコシドが、式（ＩＩ）
　　ＣｎＨ２ｎ＋１Ｏ（Ｃ６Ｈ１０Ｏ５）ｘＨ　　　（ＩＩ）
（式中、ｎは８～１６の整数であり、かつ
ｘはグルコシド部分（Ｃ６Ｈ１０Ｏ５）の平均重合レベルであり、１～１．７の範囲であ
る）
の化合物であることを特徴とする、請求項１～１０のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１２】
　前記アルキルポリグルコシドがＣ８～１０アルキルポリグルコシドであることを特徴と
する、請求項１１に記載の方法。
【請求項１３】
　前記懸濁液の全重量を基準として、かつ成分ａ）～ｃ）の合計が１００重量％になるこ
とを条件として、前記懸濁液が、
　ａ）４５～５５重量％の前記不溶性有機ＵＶ吸収剤の粗粒子、
　ｂ）１０～２０重量％の前記アルキルポリグルコシド、および
　ｃ）２５～４０重量％の水
からなることを特徴とする、請求項１～１２のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１４】
　前記懸濁液が、
　ａ）４８～５２重量％重量％の前記不溶性有機ＵＶ吸収剤の粗粒子、
　ｂ）１３～１７重量％の前記アルキルポリグルコシド、および
　ｃ）３０～３５重量％の水
からなることを特徴とする、請求項１３に記載の方法。
【請求項１５】
　前記研削ビーズの直径が、０．１～０．５ｍｍの範囲で選択されることを特徴とする、
請求項１～１４のいずれか一項に記載の方法。
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